
平成３０年第３回

中津川市議会（定例会）議案

平成３０年６月４日



平成３０年第３回中津川市議会（定例会）議案目次 
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議第４７号 中津川市税条例の一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・１０
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議第４９号 中津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
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報第２号 

繰越明許費繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、繰越明

許費繰越計算書を次のとおり報告する。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長    青 山 節 児 
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報第３号 

繰越計算書の報告について 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、繰越計算

書を次のとおり報告する。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長    青 山 節 児 
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議第４７号 

中津川市税条例の一部改正について 

中津川市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 地方税法の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市税条例の一部を改正する条例 

中津川市税条例（昭和２６年中津川市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第９条の２中第１４項を第１５項とし、第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は、０とする。 

附 則 

この条例は、公布の日又は地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）

附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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議第４８号 

中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴

い、この条例を定めようとする。 
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中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年中津川市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「場合は」の次に「、必要に応じて」を、「認定証」の次に「（支給認

定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援

法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項に規定する通知）」を加

える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４９号 

中津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

中津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、この条

例を定めようとする。 
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中津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

中津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年中津川市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項第４号を次のように改める。 

(４) 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を

有する者 

第１０条第３項に次の１号を加える。 

(10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認

めたもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第５０号 

中津川市蛭川保養施設の設置等に関する条例の廃止について 

中津川市蛭川保養施設の設置等に関する条例を廃止する条例を次のように制定す

るものとする。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 中津川市蛭川保養施設を譲渡するため、この条例を定めようとする。 
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中津川市蛭川保養施設の設置等に関する条例を廃止する条例 

中津川市蛭川保養施設の設置等に関する条例（平成１７年中津川市条例第３７

号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成３０年６月２０日から施行する。 
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議第５１号 

中津川市都市公園条例の一部改正について 

中津川市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 都市公園法施行令の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 
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中津川市都市公園条例の一部を改正する条例 

中津川市都市公園条例（平成１０年中津川市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第２条の３に次の１項を加える。 

６ 令第８条第１項の条例で定める割合は、１００分の５０とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

-19-



議第５２号 

中津川市災害に強いまちづくり条例の一部改正について 

中津川市災害に強いまちづくり条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

平成３０年６月４日提出 

中津川市長 青 山 節 児 

提 案 説 明 

 災害対策基本法等の一部改正に伴い、この条例を定めようとする。 

-20-



中津川市災害に強いまちづくり条例の一部を改正する条例 

中津川市災害に強いまちづくり条例（平成２３年中津川市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

前文中「互助」を「共助」に改める。 

第２条第４号を次のように改める。 

(４) 要配慮者 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をい

う。 

第２条第１３号を同条第１４号とし、同条第１２号中「避難指示」の次に「（緊

急）」を加え、同号を同条第１３号とし、同条第１１号を同条第１２号とし、同条

第１０号中「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に、「災害時要援

護者」を「要配慮者」に、「促すための情報」を「促すこと」に改め、同号を同条

第１１号とし、同条中第９号を第１０号とし、第５号から第８号までを１号ずつ繰

り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

(５) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する

おそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。 

第５条第３号中「災害時要援護者」を「避難行動要支援者」に改める。 

第１５条第２項中「、防災関係機関等」を削り、「避難準備情報」を「避難準

備・高齢者等避難開始の情報」に改め、「避難指示」の次に「（緊急）」を加え

る。 

第１７条（見出しを含む。）中「災害時要援護者」を「避難行動要支援者」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第５３号 

   財産の無償譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとお

り財産を無償譲渡したいので、議会の議決を求める。 

  平成３０年６月４日提出 

                        中津川市長  青 山 節 児 

１ 譲渡財産 

設 備 中津川市情報通信ネットワーク整備事業で構築した

光ファイバケーブル設備及び付属設備 

地 区 中津川市苗木字並松地区 

中津川市坂本地区 

中津川市阿木地区 

中津川市蛭川地区 

２ 譲渡の相手方  岐阜県岐阜市梅ヶ枝町２丁目３１番地 

          西日本電信電話株式会社 岐阜支店 

          支店長 徳升 良弘 
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議第５４号 

   財産の譲渡について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、次のとお

り財産を譲渡したいので、議会の議決を求める。 

  平成３０年６月４日提出 

                        中津川市長  青 山 節 児 

１ 譲渡財産 

   土   地  所 在 中津川市蛭川字奥渡 

          地 番 ５３５９番２ 

          地 目 宅地 

          面 積 ４，２３１．１３㎡ 

   建   物  所 在 中津川市蛭川字奥渡５３５９番地２ 

          種 類 旅館 

          構 造 鉄骨・鉄筋コンクリート造かわらぶき地下１階付２階建 

          延床面積 １，２５０．５８㎡ 

   建   物  所 在 中津川市蛭川字奥渡５３５９番地２ 

          種 類 倉庫・便所 

          構 造 鉄骨造アルミメッキ鋼板葺平屋建 

          延床面積 １９．８０㎡ 

   建   物  所 在 中津川市蛭川字奥渡５３５０番地１ 

          種 類 旅館 

          構 造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

          延床面積 ８０．８６㎡ 
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   建   物  所 在 中津川市蛭川字奥渡５３５０番地１ 

          種 類 旅館 

          構 造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

          延床面積 ６５．６６㎡ 

２ 譲渡金額  １５,０００,０００円 

３ 譲渡の相手方  岐阜県中津川市蛭川５３５９番地２ 

株式会社恵縁中 

代表取締役 遠山 雄一郎 
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